
令和  年  月  日 

桜台団地建替え推進特別委員会 御中 

機密保持誓約書  

 

住 所   

事業所名  

代表者                  （印） 

  

  当社は、桜台団地マンション建替事業新築工事 施工者選定(提案型総合評価) (以下、「提案」とい

う)への参加に伴い、実施要領その他提案に関する書類を受領するにあたり、桜台団地建替え推進特別委

員会(以下、「委員会」という)から提供された書類、図面、電子媒体、現品等、および口頭による有形・

無形の全ての情報を「機密」として取り扱い、次のとおり誓約いたします。  

 

１．委員会から受領した一切の情報（以下「機密情報」という）についてその機密を保持し、今回の提

案に関する事柄以外の目的に使用いたしません。 

 

２．機密情報は、提案に関し直接携わる従業員にのみ開示いたします。なお、当該従業員に対しては、

委員会から受領した機密情報の保持について同様の義務を負わせるものとし、当該従業員の機密保持

について当社が一切の責任を負います。  

 

３．機密情報を提案に係る関係者に開示する場合は、当該関係者に対し、委員会から受けた機密情報の

保持について同様の義務を負わせるものとし、当該関係者の機密保持について、当社が一切の責任を

負います。 

 

４．委員会から情報の返却の求めがあったとき、または、特定されなかった旨の通知があった場合は、

直ちに機密情報に関する書類（複製・複写したものを含む）を委員会に返還し、記憶媒体を消却する

とともに、返却及び消去した旨の文書の発行を委員会宛に行います。 

 

５． 本誓約書に違反して、委員会に損害を与えた場合にはその損害を賠償します。 

 

以 上 


